
賛否が分かれた案件 水曜会 誠勇会公明党 市　民
連　合

日　本
共産党

新　政
クラブ

無所属 採　決
結　果

付　託
委員会※1※2

＊意見書の内容は福山市のホームページで見ることができます。福山市のホームページ → 福山市議会 → 決議・意見書

＊

※1：岡崎正淳議員　　　※2：藤田仁志議員
※3：それぞれの予算に対し修正案が提出されましたが、否決しました。
賛否は、本会議後に会派等に確認したものです。
議案名の「福山市」等は一部省略して表記しています。

■26年度集落排水事業特別会計予算    （予算特別）
■26年度駐車場事業特別会計予算      （予算特別）
■26年度母子寡婦福祉資金貸付特別会計予算    （予算特別）
■26年度誠之奨学資金特別会計予算      （予算特別）
■26年度財産区特別会計予算      （予算特別）
■議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する
　条例及び消防団員等公務災害補償条例の一部改正 （総務）
■特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正 （総務）
■教育支援委員会条例の制定      （文教経済）
■社会教育委員条例の一部改正      （文教経済）
■民生委員定数条例の制定      （民生福祉）
■青少年問題協議会設置条例の一部改正            （総務）
■ものづくり交流館条例の制定      （文教経済）
■市営住宅等条例の一部改正      （建設水道）
■損害賠償の額を定めること及び和解      （民生福祉）
■市道路線の認定      （建設水道）

■包括外部監査契約の締結                （総務）
■25年度都市開発事業特別会計補正予算　           （予算特別）
■25年度集落排水事業特別会計補正予算　           （予算特別）
■25年度国民健康保険特別会計補正予算　           （予算特別）
■25年度介護保険特別会計補正予算　                 （予算特別）
■25年度後期高齢者医療特別会計補正予算　        （予算特別）
■25年度駐車場事業特別会計補正予算                 （予算特別）
■25年度商業施設特別会計補正予算　                 （予算特別） 
■25年度病院事業会計補正予算　                       （予算特別）
■25年度水道事業会計補正予算　                       （予算特別）
■25年度工業用水道事業会計補正予算                 （予算特別）
■25年度下水道事業会計補正予算　                    （予算特別）
■一般職員の給与に関する条例の一部改正　              （総務）
■児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一
　部改正　                                                     （民生福祉）
■ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書
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■農水産物加工センター条例の一部改正
■水産物加工センター条例の一部改正
■内海多目的集会所条例の一部改正
■アリストぬまくま条例の一部改正
■沼隈産地形成促進施設条例の一部改正
■農村女性の家条例の一部改正
■フィッシャリーナ条例の一部改正
■漁港管理条例の一部改正
■商店街利便施設条例の一部改正
■内海ふれあいホール条例の一部改正
■クレセントビーチ海浜公園条例の一部改正
■あしだ交流館条例の一部改正
■道路占用料条例の一部改正
■港湾施設管理条例の一部改正
■都市公園条例の一部改正
■遊園地条例の一部改正
■上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の
　一部改正
■水道給水条例及び工業用水道条例の一部改正
■下水道条例の一部改正
■市民病院条例の一部改正
■病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の制定
■25年度一般会計補正予算
■副市長の選任の同意
■労働者保護ルールの堅持を求める意見書

議案名の後の（　）には付託委員会名を表記しています。

全員が賛成した案件（可決）
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